
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に人間又は動物の身体内に取り入れるための第１の物質を収容するためのバッグ

であって、該バッグ は、 すべての側
が閉鎖された少なくとも１つのカバー（１１）と、このカバー（１１）に取り付けられた
孔あけ装置（１２）とを有しており、該孔あけ装置（１２）が、少なくとも１つのカバー
（１１）を貫き通すためのしゅう動可能に支承されたピン（１３）

を有して 、 対応受け（１４）内に、ピン（１３）がカバー（１１）を貫き通す
際にピン（１３）が侵入するようになっている形式のものにおいて、
　前記対応受け（１４）内に第２の物質が受容されていて、この第２の物質が、バッグ（
１５）の内室若しくは第１の物質に対して仕切シート（１６）によって分離されており、
　前記孔あけ装置（１２）によって、第１の物質と第２の物質の間の仕切シート（１６）
も孔あけ可能であって、
　孔あけ装置（１２）の操作時に、第１の物質と第２の物質との混合過程が開始されるよ
うになっている、
　ことを特徴とする、特に人間又は動物の身体内に取り入れるための第１の物質を収容す
るためのバッグ。
【請求項２】
　仕切シート（１６）がバッグ（１５）のカバー（１１）によって形成されている、請求
項 記載のバッグ。
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【請求項３】
　対応受け（１４）がバッグ（１５）の内室に向かってのみ開放していて、しかも仕切シ
ート（１６）によって覆われているか、或いは前面的に閉鎖されており、
　この場合、第２の物質が対応受け（１４）内に受容されていて、孔あけ装置（１２）を
操作するとバッグ（１５）の内室に向かって流出するようになっている、請求項１
記載のバッグ。
【請求項４】
　対応受け（１４） 、穿孔可能なシートを備えた作用物 ッキング 受 れてい
る、請求項１から までのいずれか１項記載のバッグ。
【請求項５】
　ピン（１３）が、カバー（１１）及び／又は仕切シート（１６）を貫き通すための切断
リブ（１７）を有しており、該切断リブ（１７）が有利には、第１の物質としての流体を
対応受け（１４）内に流入させるのを促進するように構成されている、請求項１から ま
でのいずれか１項記載のバッグ。
【請求項６】
　対応受け（１４）が、そのバッグ（１５）とは反対側の端部で開口（２１）を有してい
て、該開口（２１）が保護カバーを介して閉鎖可能であって、この際に開口（２１）に、
補助バッグ（４３、４４、４５）としての第２の又はその他のバッグ又は物質パトローネ
（２０）が接続可能である、請求項１から までのいずれか１項記載のバッグ。
【請求項７】
　対応受け（１４）が、そのバッグ（１５）とは反対側の端部で保護シート（２３）を有
しており、該保護シート（２３）が、前もって定められた第２の物質を収容する物質パト
ローネ（２０）を取り入れるために穿孔可能である、請求項１から までのいずれか１項
記載のバッグ。
【請求項８】
　物質パトローネ（２０）が対応受け（１４）上でしゅう動可能であるか又は対応受け（
１４）内に挿入可能であって、
　物質パトローネ（２０）及び／又は対応受け（１４）に設けられた環状の突起によって
シールが行われる、請求項 記載のバッグ。
【請求項９】
　対応受け（１４）に排出接続部（３５）が一体成形されている、請求項１から までの
いずれか１項記載のバッグ。
【請求項１０】
　孔あけ装置（１２）が、ピン（１３）を操作するための操作ピストン（２９）を有して
おり、操作ピストン（２９）が、接続導管（４７、４８、４９）又は排出導管（４６）の
ための接続部（５７）と、流体貫通路（５６）とを有している、請求項１から までのい
ずれか１項記載のバッグ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　　本発明は、特に人間又は動物の身体内に取り入れるための第１の物質を収容するため
のバッグ (Beutel)であって、該バッグは、 すべての側が閉
鎖された少なくとも１つのカバー (Huelle)と、このカバーに取り付けられた孔あけ装置 (A
nstechvorrichtung)とを有しており、該孔あけ装置が、少なくとも１つのカバーを貫き通
すためのしゅう動可能に支承されたピン を有して 、 対応受け内に
、ピンがカバーを貫き通す際にピンが侵入するようになっている形式のものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような形式の、例えば栄養物質 (Naehrsubstanz)を充填することができるバッグは、
ドイツ連邦共和国特許出願第１９６００５３０号明細書により公知である。このような形
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式のバッグの特徴は、第１の物質が、全面的に閉じられたカバーによって外気に対して気
密に閉鎖されている、という点にある。使用時には、少なくとも１つのカバーが突き破ら
れ、それによって物質が排出されるか又は、重力によって自ら流出する。従来用いられて
いたガラスアンプルに対して、バッグは、排出時に外気を吸込むことがなく、物質を無菌
で排出できるという利点を有している。
【０００３】
それと同時に、公知のバッグシステムにおいては、バッグを特別な装置でパッキング (Abp
ackung）しなければならないので、従って物質のパッキングと具体的な使用時との間に、
相当な時間間隔が存在する。すべての物質がこのようなバッグシステムに適しているわけ
ではない。均質な乳液システム (Milchsystem)又は溶剤システム (Loesungssystem)内で非
常に短時間だけ守られるか、又はこのようなシステム内で非常に迅速に分解 (Zerfallen)
するか、若しくは他の物質と化学的に反応し合う物質が得られる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、非常に万能（ユニバーサル）に使用することができ、特に添加 (Hinzufu
egen）つまり物質の溶解、懸濁又は混合を使用の直前に行うことができるようなバッグを
提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決した本発明によれば、

バッグの内室若しくは第１の物質に対して

孔あけ装置の操作 に、第１の物質と第２の物質との混合過程が開始され
るようになっている。
【０００６】
本発明の別の有利な構成要件は従属請求項に記載されている。
【０００７】
【発明の効果】
第２の物質は、特に液状、固形、粉末状、ガス状又はゲル状の状態であってよい。さらに
また、第１の物質及び第２の物質は、原則的に同じものであってよいので、対応受けを介
して、充填システムの接続部によって補充するか又は、別のバッグを、本来の排出するた
めのバッグに供給することができる。対応受けを介して第２のバッグが接続されていて、
第１の物質と第２の物質とが比較可能な粘性を有する液状の状態にあれば、具体的に検査
されたバッグにおいて、第１の物質と第２の物質との５０：５０の混合比が得られる。バ
ッグを突き破ることによって、対応受けを介して第１の物質を第２の物質に供給すること
ができる。この第２の物質は、第１の物質内で短時間しか維持されないか、又は比較的迅
速に崩壊 (vefallen)するようになっている。例えばこのような第２の物質は、生の微生物
学的な培養又は、グルタミン又は酵素等の敏感な物質である。
【０００８】
本発明の別の特徴は、第１の物質と第２の物質との間に、バッグを突き破ると同時に穿孔
（若しくは孔あけ）される仕切シート（若しくは仕切フィルム）を挿入するという点にあ
る。
【０００９】
本発明の有利な構成要件によれば、仕切シートがバッグのカバーによって形成されており
、それによって、別個の仕切シートを製造及び取り付ける必要がない。
【００１０】
本発明の具体的に有利な構成要件によれば、孔あけ装置が、少なくとも１つのカバーを突
き破るためのしゅう動可能に支承されたピンと、このピンがカバーを突き破る際に侵入す
る対応受けとを有している。
【００１１】
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　有利には、第２の物質のための受容室が、孔あけ装置の対応受けによって形成されてい
る。対応受けは、機械的な理由により有利であるので、この対応受け内に同時に、取り入
れようとする第２の物質を受容することができる。 あけ の操作、特に孔あけ装置の
ピンを侵入させることによって、第１の物質と第２の物質との混合過程が促進される。
【００１２】
本発明の選択的な有利な構成要件によれば、孔あけ装置に排出接続部が一体成形されてい
るか又は排出導管 (Entleerungsleitung)を接続可能であって、第２の物質のための受容室
がこの排出接続部若しくは排出導管に形成されている。この構成要件では、混合過程がバ
ッグの排出時に行われるが、前記構成要件によれば、第１の物質と第２の物質との間の混
合も、バッグを排出する前にバッグ内で行うことができる。
【００１３】
本発明の可能な構成要件によれば、対応受けがバッグの内室に向かってのみ開放していて
、しかも仕切シートによって覆われているか、或いは前面的に閉鎖されている。この構成
要件では、第２の物質は、バッグの製造時及び組み付け時に既に取り入られるか、若しく
は孔あけ装置をバッグのカバーに取り付ける際に取り入れられる。この選択的な構成要件
は、第１の物質と接触することなしに保存可能である第２の物質のために適しており、こ
の場合、第１の物質と第２の物質との混合はバッグの使用前に行われるのがよい。
【００１４】
　有利な形式で、受容室は、孔あけ可能な フィルムを備えた作用物 ッ
キング (Wirkstoffeinzelpackung）を受容するために形成されている。特に鉢状の対応受
けは、例えばフィルムによって閉鎖されたタブレットのための受容室を形成することがで
きる。穿孔（孔あけ）可能なフィルムを突き破る際に、バッグ内に収容された第１の物質
がタブレットと接触するので、第１の物質と第２の物質（ここではタブレット）とが混合
されることによって、所望の作用が得られるか、若しくは第２の物質が される。
【００１５】
第１の物質が流体状の形状であれば、孔あけ装置は、流体状の物質を受容室内に流入する
のを促進する手段を備えている。これは特に孔あけ装置が、切断リブ (Schneidrippe)を備
えたピンを有しており、この場合、流体が切断リブが受容室内に導入される。
【００１６】
バッグの内部に向かってのみ開放する、受容室の構成に対して択一的に、受容室が、有利
にはバッグとは反対側の端部で別の開口を有していてもよい。この開口は、保護カバーに
よって又は保護シートによって閉鎖される。保護カバーの取り除き時、若しくは保護シー
トの穿孔（孔あけ）時に、第２の又は別のバッグ、又は保護パトローネが接続され、流体
の導出が行われる。この構成は、バッグのためのその他の多くの使用可能性を提供する。
【００１７】
次に別のバッグ又はバッグシステム若しくは補充装置の接続について説明する。ここでは
例えば使用例に応じて個別に、バッグ内の排出しようとする第１の物質が薄められる。前
述のように、検査された構成において、５０：５０の一定な混合比が得られる。これは、
シール測定を介しても、また塩化物イオン規定 (Chloridionenbestimmung)を介しても繰り
返し可能に再検査することができる。このために、バッグ内の第１の物質５００ｍｌが、
バッグ中間室内の第２の物質としてのべつの希釈媒体（例えばシンナー）５００ｍｌと混
合される。
【００１８】
特にバッグから食品を提供する場合には、接続部を介して別のバッグが、種々異なる物質
を有する完全なダイエット食若しくは規定食を組み合わせることができる。この場合、こ
れらの物質は、同時に、時間的にずらして又は相前後して投与することができ、しかも第
１のバッグと患者との間において、供給装置内で変える必要はない。
【００１９】
　本発明の特に有利な構成要件によれば、物質パトローネは受容室に接続することができ
る。この場合も、食品の投与を考えることができ、物質パトローネ内に別個の作用物質 (W
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irkstoff;ホルモン、ビタミン類）、添加剤、薬品又はこれと類似のも を収容すること
ができる。本発明の構成要件によれば、１つのバッグによって、基本物質としての第１の
物質に、患者の特別な必要に応じて個別に、適当な若しくは医者によって種々異なる物質
パトローネを添加することができる。無菌でバッグに接続可能な物質パトローネのための
可能な変化実施例に関連して、以下に具体的な実施例が記載されている。
【００２０】
保護パトローネのために設けられた、受容室の開口が保護シートによって覆われていて、
この保護シートが、保護パトローネを侵入させる際に突き破られるようになっている。
【００２１】
具体的な実施例によれば、保護パトローネは、受容室に被せ嵌められるか、又は受容室内
に挿入することができ、この場合、保護パトローネと受容室との間のシールは、保護パト
ローネと受容室との間の少なくとも１つの環状の突起によって保証される。保護パトロー
ネの容積は、受容室の容積と合わせることができる。しかしながら保護パトローネの充填
容積を増大するために、外方への拡張部が設けられている。具体的な構成によれば、この
拡張部は、最大で、直接閉鎖可能な第２のバッグの形状に達する。
【００２２】
保護パトローネも受容室もそれぞれ１つの環状の突起を有していれば、これらの突起は、
相応の構成において、保護パトローネを被せ嵌めるか若しくは挿入する際に通過し合うの
で、これによって機械的な係止が得られる。環状の突起若しくは保護パトローネ及び受容
室自体はそれぞれ、このような係止の可能性にも拘わらず、保護パトローネと対応受けと
の間で十分なシールが保証されるように、弾性的に構成されている。選択的な実施例では
、受容室には、バッグとは反対側に排出接続部も一体成形されている。これによって、受
容室を介してバッグに物質が直接供給されるか又は取り出される。この考え方は、第２の
物質、若しくは第１の物質と第２の物質との混合物を取り入れるという考え方と関係なし
に、必要である。
【００２３】
本発明の別の特別な構成要件によれば、孔あけ装置特に孔あけ装置の操作ピストンも、接
続導管又は排出導管を接続するための接続部を有している。このために、操作ピストンと
ピンとの間に流体貫流部が設けられており、それによって物質は、ピンを介してバッグ内
に取り入れられるか、若しくはバッグから取り出される。この考え方も、第２の物質を取
り入れることとは無関係であって、また排出接続部を受容室に構成することとは無関係に
、必要である。操作ピストンにも受容室にも接続部が設けられている場合には、１つのバ
ッグのために簡単な形式で同じ入口及び出口を提供することができる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を図面に示した実施例を用いて具体的に説明する。
【００２５】
　図１のａには、受容室１０内に存在する第２の物質５１を備えたバッグの第１実施例が
示されている。図１のａから図１のｄまでには、孔あけ装置１２の作用形式を明らかにす
るために、孔あけ装置１２の種々異なる位置が示されている。孔あけ装置１２は、この具
体的な実施例ではバッグ１５の外側のカバー１１に溶接されている。図示のバッグ１５に
おいては、全面側が閉鎖された別の内側のカバー２７が設けられており、この内側のカバ
ー 内に第１の物質５０が無菌状態でパッキングされている。
【００２６】
孔あけ装置１２はプレートバー３０を有しており、このプレートバー３０には前側のプレ
ート３１と後側のプレート３２とが形成されている。前側のプレート３１と後側のプレー
ト３２との間で、プレートバー３０はフィルムヒンジ３９を形成している。プレートバー
３０の前側のプレート３１は、カバー１１の第１の側に溶接されていて、後側のプレート
３２は、バッグ１５のカバー１１に向き合う側に溶接されている。フィルムヒンジ３９に
よって、プレートバーの前側のプレート３１と後側のプレート３２とは、所属のバッグ角
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縁部若しくはバッグ縁部を圧縮することによって互いに接近し合う。
【００２７】
前側のプレート３１の領域内で、孔あけ装置１２のピン１３が、円筒形のガイド２８内で
前側のプレート３１の平面に対してほぼ鉛直方向でしゅう動可能に支承されている。ピン
１３の一端部には、ピン１３を操作するための操作ピストン２９が配置されている。操作
ピストン２９若しくはピン１３は、円筒形のガイド２８に対して気密にシールされている
ので、バッグから物質が出ることも、また菌がバッグ１５内に侵入することも避けられる
。
【００２８】
　プレートバー３０の後側のプレート３２の領域には、対応受け１４が形成されており、
この対応受け１４内に、孔あけ装置１２の操作時にピン１３が侵入することができる。そ
れと同時に対応受け１４内には本発明に従って第２の物質５１が収容されており、この第
２の物質は、バッグ１５の内室に対して仕切 １６によって仕切られている。
【００２９】
孔あけ装置１２を操作する際には、プレートバー３０のまず前側のプレート３１と後側の
プレート３２とが例えば、操作ピストン２９と対応受け１４とを親指と人差し指との間の
掴むことによって、圧縮される。
【００３０】
　図１のｂに示されているように、対応受け１４がピン１３に対して直接的に位置決めさ
れる。次いで対応受け１４及び操作ピストン２９にさらに圧力が加えられると、ピン１３
は、カバー１１の前側を貫通し、内側のカバー２７を２回貫通し、さらに再びカバー１１
を後側に貫通して、このカバー１１及び内側のカバー２７に孔を開ける。選択的に、前側
及び／又は後側における外側のカバー１１に、相応の切欠を設けることもできるので、こ
のようにすれば外側のカバー１１を穿孔（孔あけ）する必要はない。バッグ１５のカバー
を穿孔した後で、ピン１３は本発明に従って仕切シート（若しくは仕切 ）１６を
貫通する。この仕切シート１６は、対応受け１４を覆っていて、第２の物質をバッグ１５
の内部に対して仕切っている。この穿孔（図１のｄ）後に、第２の物質５１が、バッグ内
にパッキングされた第１の物質５０と混合される。図示の実施例では、第１の物質５０は
、同様に、内側のカバー２７の穿孔によって初めて、バッグ１５の外側のカバー１１と内
側のカバー２７との間に達する。
【００３１】
第１の物質５０として流体状の物質が使用される場合には、具体的に示された２重バッグ
にいては別の利点が提供される。バッグ１５を相応に懸架すると、流体状の第１の物質５
０が、内側のカバー２７によって制限された内側バッグから、内側のカバー２７と外側の
カバー１１との間の領域内に流出する。この流出は、一部が孔あけ装置のピン１３の領域
を介して行われる。ピン１３は、交差して配置された、孔あけ装置に対してほぼ平行に延
びる切断リブ１７を有している。これらの切断リブ１７は、流体状の第１の物質５０を対
応受け１４の領域内にガイドし、それによってここに存在する第２の物質５１が、仕切シ
ート１６の穿孔後に規則通りにすすがれ (ausspuelen)て、非常に均一に第１の物質５０と
混合される。第２の物質５１が粉状であるか又はタブレット（錠剤）状のものである場合
には、前記「すすぎ」が著しく効果的である。
【００３２】
図２のａ及び図２のｂを参照して、以下に孔あけ装置１２についてさらに詳しく説明する
。図２のａには、プレートバー３０の開いた状態が示されている。後ろのプレート３２上
には、プレートバー３０と一体的に構成された対応受け１４が配置されている。前方のプ
レート３１の、前記対応受け１４に向かい合って対応する箇所には、円筒形のガイド２８
が同様にプレートバー３０に一体的に構成されている。円筒形のガイド２８は２つのガイ
ドリブ３３を有していて、これらのガイドリブ３３は操作ピストン２９に設けられた相応
の溝３４と対応する。
【００３３】
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また、前方のプレート３１上にはさらに排出接続部３５が形成されており、この排出接続
部３５は、外側のスリーブ３７と、このスリーブに対して同心的な内側のスリーブ３６と
を有している。内側のスリーブ３６は、バッグ内にパッキング（収容）された第１及び第
２の物質５０，５１を排出ガイドするための管スリーブとして設けられている。外側のス
リーブ３７は雌ねじ山３８を有しているので、排出導管４６は、有利な形式でガラス製注
射器 (Luer)・接続部を介して接続することができる。前方のプレート３１と後方のプレー
ト３２との間でプレートバー３０には、前記フィルムヒンジ３９が形成されており、この
フィルムヒンジ３９は、前方及び後方のプレート３１，３２よりも著しく薄い厚さを有し
ている。前方のプレート３１及び後方のプレート３２はさらに、フィルム縁部５２，５３
によって取り囲まれている。これらのフィルム縁部５２，５３を介して、プレートバー３
０はバッグ１５の外側のカバー１１に溶接され得る。
【００３４】
図２のｂには、図２のａに示した孔あけ装置１２の IIａ－ IIａ線に沿った断面図が示され
ている。前方のプレート３１及び後方のプレート３２と、フィルムヒンジ３９との厚さの
差がほぼ実寸で示されている。また、ガイドリブ３３が円筒形のガイド２８の全長に亘っ
て延びていないので、操作ピストン２９は、円筒形のガイド２８に対する相対的な初期位
置及び非作業位置で回転することができる。操作ピストン内に設けられた溝３４がガイド
リブ３３と対応した時にだけ、操作ピストン２９及びひいてはピン１３を押し込むことが
できるので、バッグが意図せずに穿孔されることは困難である。また、円筒形のガイド２
８と操作ピストン２９との間には係止作用が働くようになっていて、これによって、操作
ピストン２９が円筒形のガイド２８から滑り落ちないようになっている。
【００３５】
図３のａには、円筒形のガイド２８と操作ピストン２９並びにピン１３との間の具体的な
構成が断面図で示されている。操作ピストン２９は、中央で切欠５４を有しており、この
切欠５４は円筒形のガイド２８内に侵入して、内部で円筒形のガイド２８にそって滑動す
る。操作ピストン２９の切欠５４と円筒形のガイド２８との間には環状のシールが働いて
おり、この環状のシールは、バッグ１５から物質が漏れ出るか、若しくはバッグ１５内に
菌又は不純物が侵入するのを阻止するようになっている。操作ピストン２９内で、切欠５
４の下側にはピン１３が配置されており、このピン１３は、互いに交差して延びる２つの
切断リブ１７を有している。
【００３６】
図３のｂには、図３のａの IIIｂ－ IIIｂ線に沿った操作ピストン２９及び円筒形のガイド
２８の断面図が示されている。図示の位置では、円筒形のガイド２８のガイドリブ３３が
操作ピストン２９の溝５４に対応した位置にきているので、ピン１３は孔あけ装置内で摺
動することができる。
【００３７】
　図３のｃには、円筒形のガイド２８内で摺動可能に支承されたピン１３の断面図が示さ
れている。円筒形のガイド２８に設けられたガイドリブ３３によって、操作ピストン２９
及びひいてはピン１３の切断リブ１７が整列され、それによってカバー並びに仕切
１６の穿孔のための、及び第１の物質５０を流入させるための条件が繰り返し可能に得ら
れる。
【００３８】
図３のｄには、図２のａに示した排出接続部３５の IIIｄ－ IIIｄ線に沿った断面図が示さ
れている。外側のスリーブ３７に設けられた雌ねじ山３８が示されている。内側のスリー
ブ３６は、外側のスリーブ３７よりも長く構成されていて、前方のプレート３１とは反対
側の端部で突き出ている。
【００３９】
　図４のａ及び図４のｂには、対抗受け１４に載設される物質パトローネ２ 示されて
いる。この実施例では、対応受け１４はそのバッグ１５とは反対側の端部で開口２１を有
している。この開口２１は保護カバーによって閉鎖可能である。保護カバーは例えば取り
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外し可能な蓋として構成されていてよいが、有利には開口２１を無菌状態で閉鎖する保護
シート２３が設けられている。
【００４０】
物質パトローネ２０はこの実施例によれば、内側の室６１を有していて、この室６１内に
第２の物質５１が収容されている。物質パトローネ２０は外側でハット（帽子）状のキャ
ップ５８によって制限されており、このキャップ５８内には室６１が配置されている。こ
の室６１は、壁部５９とハット状のキャップ５８の内側の部分と保護シート１８とによっ
て制限されている。保護シート１８は、第２の物質５１を閉鎖していて、不純物及び菌に
対して保護している。保護キャップ２０を対応受け１４上に載せると、この保護シート１
８が突き破られる。
【００４１】
物質パトローネ２０の保護シート１８及び対応受け１４の保護シート２３に孔をあけるた
めに、物質パトローネ２０の室６１内で中央にピン４１ａが配置されており、このピン４
１ａの先端は、非作業位置で物質パトローネ２０の保護シート１８に対してやや間隔を保
って位置している。物質パトローネ２０が対応受け１４上に載せられると直ちに、保護シ
ート１８がやや内側に向かってつまりピン４１に向かって押しつけられ、それによって保
護シート１８は突き破られる。それと同時に、今や露出されたピン４１ａは対応受け１４
の保護シート２３を同様に突き破り、それによって対応受け１４内に既に導入された室６
１は、第２の物質を無菌状態で対応受け１４内に移行させることを保証する。
【００４２】
室６１は、対応受け１４の内側横断面に対応するがこれよりもやや小さい外側横断面を有
しており、それによって室６１は対応受け１４内に侵入できるようになっている。室６１
及び対応受け１４は、ほぼ円形、楕円形、直角又はその他の横断面を有していてよい。
【００４３】
ハット状のキャップ５８の内側横断面を、相応の形式で対応受けの外側横断面に合致させ
ることもできる。
【００４４】
複数のシールは、有利な形式で対応受け１４の内壁と室６１との間に設けられている。こ
れらのシールは有利には、これらのシールが互いに被せ嵌められる際に通過し合うように
配置されており、それによって室６１若しくは物質パトローネ２０が対応受け１４に係止
されることを保証するようになっている。選択的に、シールは対応受け１４の外側とフッ
ト状のキャップ５８の内側との間に設けられていてもよい。この場合、シールを相応に構
成することによって物質パトローネ２０が対応受け１４に係止できるようにすることもで
きる。
【００４５】
図５のａ乃至図５のｅには、対応受け１４に接続するための物質パトローネ２０の選択的
な実施例が示されている。図４のａ及び図４のｂとは異なり、物質パトローネ２０は、対
応受け１４内に挿入するように構成されている。
【００４６】
　図５のａに示されているように、対応受け１４はその両端部が開放しており、この場合
、バッグ内部に対しては仕切 １６で覆われていて、バッグ１５とは反対側の端部は
保護シート２３で覆われている。
【００４７】
物質パトローネ２０は、対応受け１４の内側横断面に対応する外側横断面を有している。
物質パトローネ２０は、円形、楕円形、方形の横断面又はその他の形状の横断面を有して
いてよい。物質パトローネ２０自体は、挿入方向で前方の側が保護シート１８によって被
覆されている。
【００４８】
図５のｂに示されているように、物質パトローネ２０を挿入する際に、対応受け１４の保
護シート２３は穿孔若しくは孔あけされる。この実施例においても、物質パトローネ２０
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並びに対応受け１４は、それぞれ互いに向き合う側で環状のシールを有しており、このシ
ールが、バッグ１５又は物質パトローネ２０から物質が漏れ出るか、若しくは菌が対応受
け１４内に侵入することを阻止する。さらに、シールは有利な形式で、挿入時に互いに通
過し合い、それによって物質パトローネ２０が対応受け１４内で係止することを保証する
ように、構成されている。
【００４９】
図５のｃ、図５のｄ及び図５のｅには、挿入された物質パトローネ２０における、孔あけ
装置１２の操作について説明されている。孔あけ装置１２のピン１３は、この実施例では
カバー１１及び２７を穿孔する他に、対応受け１４における仕切シート１６並びに物質パ
トローネの保護シート１８をも突き破るようになっているので、物質パトローネ２０内に
収容された第２の物質５１はバッグ１５内に達し、そこで第１の物質５０と混合される。
【００５０】
図６には、中間部材４０の原理図が示されている。中間部材４０は、バッグ１５を排出又
は充填するために対応受け１４に接続されている。このために、中間部材４０はその、対
応受け１４に接続するために設けられた端部でアダプタ５５を有しており、このアダプタ
５５は、図４のａ及び図４のｂに示された物質パトローネ２０と同様に対応受け１４に被
せ嵌めることができる。アダプタ５５は使用する前に、端部側が保護シート１８で覆われ
ている。アダプタ５５内に、保護シート１８によって覆われたピン４１ｂが設けられてお
り、このピン４１ｂは、アダプタ５５を対応受け１４に押し被せ嵌める際に、アダプタの
保護シート１８も対応受け１４の保護シート２３も突き破る。
【００５１】
中間部材４０の反対側の端部には別の接続部２２が設けられており、この別の接続部２２
は、図３のｄに示された排出接続部３５に対応して構成されている。中間部材の一方の端
部としてのアダプタ５５と、他方の端部に設けられた接続部との間には接続導管４７が延
びており、この接続導管４７は、一様な横断面を有する真っ直ぐな接続導管として構成す
ることができる。図示の実施例では、接続導管４７内に、第２の物質のための受容室１０
としての拡張部４２が設けられており、この拡張部４２内に所定量の第２の物質５１が収
容されている。このような第２の物質５１を備えた中間部材によって、バッグ１５を排出
することができ、この際に第２の物質５１はバッグ１５の第１の物質５０によって直接的
に貫流によって洗い流される。
【００５２】
図７に示した実施例では、多数の補助バッグ４３，４４，４５がバッグ１５の対応受け１
４に直列的に接続されている。例えば、図６を用いて説明された中間部材４０（この中間
部材４０において、第２の物質５１を収容するために設けられた拡張部５２を設ける必要
はない）を介して、補助バッグ４３はその排出接続部３５をバッグ１５の対応受け１４に
接続することができる。これによって、事実上任意に多数のバッグ１５を互いに連結する
ことができるので、例えば患者につながる排出導管４６は、患者とバッグ１５との間にし
っかりと位置させることができる。補助バッグ４３，４４，４５は、バッグ１５のための
「後充填パッキング」として設けることができる。この補助バッグ４３によって、バッグ
１５内の第１の物質５０を薄めることができる。
【００５３】
さらにまた、１つ又は多数の補助バッグ４３，４４，４５の接続することによって、患者
のための完全な規定食（ Diaet)を作成することができる。この場合、補助バッグ４３，４
４，４５は同時に、時間的にずらすか又は相次いで空にすることができる。図７に示した
配置はまったく概略的であって、多数のバッグの直列接続を図示されなければならないが
、この場合、多数のバッグは、互いに水平、鉛直又はそれぞれ任意のその他の位置で配置
することができる。
【００５４】
図８のａ及び図８のｂには、孔あけ装置１２を備えたプレートバーの選択的な実施例が示
されている。図８のａ及び図８のｂに示された実施例では、排出接続部３５が、プレート
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バー３０とは反対側で対応受け１４に直接一体成形されている。これによってバッグ１５
に、対応受けを介して物質が供給されるか、又はバッグ１５から物質が取り出されるよう
になっている。
【００５５】
図８のｂには、プレートバー３０の変化実施例の平面図が示されている。この実施例では
プレートバーは、図２のａの実施例におけるよりも小さく構成されている。何故ならば排
出接続部３５は別個に配置する必要はなく、対応受け１４に一体成形されるからである。
【００５６】
排出接続部３５が実際には排出するためにだけ使用され、原則的にバッグ１５の可能な充
填のためには使用されない場合には、この実施例では排出レベルは孔あけ装置１３の高さ
に位置しているので、場合によっては完全な排出は不可能である。勿論、孔あけ装置１２
と、対応受け１４及び排出接続部３５とを備えたプレートバー３０は、著しく簡単に構成
することができる。
【００５７】
図８のｃには孔あけ装置１３の部分断面図が示されており、この孔あけ装置１３は、図３
のａに示した実施例に対する変化実施例である。図３のａに示した実施例の操作ピストン
２９におけるのとは異なり、この図８のｃに示した実施例では、操作ピストン２９とピン
１３との間に流体貫通路５６が形成されているので、バッグ１５をピン１３で口あけした
後で、バッグ１５内の物質が操作ピストン２９内に又は操作ピストン２９内の物質がバッ
グ１５内に達する。接続導管４７，４８，４９又は排出導管４６を接続することができる
ようにするために、操作ピストン２９の切欠５４内には雌ねじ山が形成されている。切欠
５４は、この実施例では、雌ねじ山６９と協働して、接続導管４７，４８，４９を介して
補助バッグ４３，４４，４５と接続するための又は排出導管４６と接続するための接続部
５７を形成する。
【００５８】
例えば図７に示した補助バッグ４３，４４，４５が、図８のａ、図８のｂ及び図８のｃに
示したプレートバー３０及び孔あけ装置１２を備えてもよい。これに対して、外側のカバ
ー１１と内側のカバー２７とを備えたバッグ１５は、図２のａ及び図２のｂに示したプレ
ートバー３０を備えている。対応受け１４に排出接続部３５を設けるか、及び／又は操作
ピストン２９に流体貫通路５６を設けるという考え方は、本発明にとって重要である第２
の物質を取り入れることとは関係なく必要である。
【００５９】
図７に示したバッグシステムは、透明なカバー１１を設けた場合に、視覚的な制御可能性
を許容する高価値なバッグ１５及び、補助バッグ４３，４４，４５を特徴としている。補
助バッグ４３，４４，４５は、非常に多くの使用可能性（物質の混合、時間的にずらし、
また時間的に完全に間隔を保った物質の供給、その他）、を許容し、さらにバッグ４３，
４４，４５に関してもプレートバー３０に関しても、著しく簡単に構成することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例による、対応受け内に収容された第２の物質を有するバッグ
であって、（ａ）は初期位置における孔あけ装置、（ｂ）はカバーを直接穿孔する状態、
（ｃ）はカバー及び仕切フォイルを穿孔した後の状態、（ｄ）は孔あけ装置の操作後で、
第１の物質と第２の物質との間の混合過程を示す、それぞれ概略的な断面図である。
【図２】（ａ）は、孔あけ装置を備えた１実施例によるプレートバーの開いた状態におけ
る平面図、（ｂ）は（ａ）の IIｂ－ IIｂ線に沿った断面図である。
【図３】（ａ）は孔あけ装置の部分断面図、（ｂ）は（ａ）の IIIｂ－ IIIｂ線に沿った断
面図、（ｃ）は（ｂ）の IIIｃ－ IIIｃ線に沿った断面図、（ｄ）は（ａ）の IIIｄ－ IIIｄ
線に沿った断面図である。
【図４】（ａ）は１実施例による物質パトローネの、対応受け上に載せられる前の状態の
を示す概略的な断面図、（ｂ）は対応受けに被せはめられた後の物資パトローネの概略的
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な断面図である。
【図５】（ａ）は１実施例による物質パトローネの、対応受け内に挿入する前に状態の概
略的な断面図、（ｂ）は対応受け内に挿入された状態の物質パトローネを示す概略的な断
面図、（ｃ）はカバーを穿孔する前の孔あけ装置を操作する際の、（ａ）に示した、応受
け内に挿入された物質パトローネを備えたバッグを示す概略的な断面図、（ｄ）はカバー
を穿孔した後で、また第１の物質と第２の物質との間の仕切フォイルを穿孔した後で、孔
あけ装置を操作する際の、（ａ）に示したバッグの概略的な断面図、（ｅ）は孔あけ装置
と、第１の物質と第２の物質とを混合した後の、対応受け内に挿入された物質パトローネ
とを有するバッグの概略的な断面図である。
【図６】排出導管と対応受けとの間に挿入された、第２の物質を収容する中間部材のため
の実施例を示す概略的な断面図である。
【図７】多数の補助バッグが第１のバッグの対応受けに連結された実施例を示す概略図で
ある。
【図８】（ａ）は孔あけ装置を備えたプレートバーの変化実施例の概略的な側面図、（ｂ
）は（ａ）の平面図、（ｃ）は（ａ）及び（ｂ）に示したプレートバー上に使用するため
の孔あけ装置の部分的な断面図である。
【符号の説明】
１０　受容室、　１　外側のカバー、　１２　孔あけ装置、　１３　ピン、　１５　バッ
グ、　１６　仕切シート、　１７　切断リブ、　１８　保護シート、２０　物質パトロー
ネ、　２１　開口、　２２　接続部、　２３　保護シート（対応受け）、　２７　カバー
、　２８　円筒形のガイド、　２９　操作ピストン、　３０　プレートバー、　３１　前
側のプレート、　３２　後側のプレート、　３３　ガイドリブ、　３４　排出接続部、　
３６　内側のスリーブ、　３７外側のスリーブ、　３８　雌ねじ山、　３９　フィルムヒ
ンジ、　４０　中間部材、　４１ａ，４１ｂ　ピン、　４２　拡張部、　４３，４４，４
５　補助バッグ、　４６　排出導管、　４７、４８，４９　接続導管、　５０　第１の物
質、　５１　第２の物質、　５２，５３　フィルム縁部、　５４　切欠、　５５　アダプ
タ、　５６　流体貫流路、　５７　接続部（操作ピストン）、　５８　ハット状のキャッ
プ、　５９　壁部、　６０　雌ねじ山、　６１　室
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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